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地震、津波災害が発生した場合に、災害が発生した場合の被害の軽減を図るために実施す

べき応急的措置等は次のとおりとする。 

なお、災害が発生するおそれがある段階で、国の災害対策本部が設置され、災害救助法が

適用となった場合には、知事が必要な救助を行うこととなることから、町は、被災が予想さ

れる場合、県との連携を密にするものとする。 

特に、発災当初の72時間は、救命・救助活動において極めて重要な時間帯であることを踏ま

え、人命救助及びこのために必要な活動に人的・物的資源を優先的に配分するものとする。 

 

 

 

 

防災活動に万全を期するため、津波警報等、津波予報及び地震、津波に関する情報の発表及

び伝達を迅速かつ確実に実施する。 

 

１ 実施責任者 

(1) 町長は、法令及び本計画の定めるところにより、津波警報等・地震情報等を関係機関、住

民その他関係ある公私の団体に伝達しなければならない。 

(2) 災害又は災害による被害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくそ

の旨を町長、消防職員、警察官又は海上保安官に通報しなければならない。 

 

２ 情報の種類と発表基準 

津波警報等は、次表のとおりである。 

なお、本町の津波予報区は、陸奥湾である。 

(1) 大津波警報・津波警報・津波注意報等 

ア．大津波警報・津波警報・津波注意報の発表 

気象庁は、地震が発生した時は地震の規模や位置を速やかに推定し、これらをもとに

沿岸で予想される津波の高さを求め、地震が発生してから約３分を目標に津波警報等を

津波予報区単位（青森県太平洋沿岸、陸奥湾及び青森県日本海沿岸）で発表する。 

津波警報等とともに発表する予想される津波の高さは、通常は５段階の数値で発表する。 

ただし、地震の規模がマグニチュード８を超えるような巨大地震に対しては、精度の

よい地震の規模をすぐに求めることができないため、津波警報等発表の時点では、その

海域における最大の津波想定等をもとに津波警報等を発表する。 

その場合、最初に発表する大津波警報や津波警報では、予想される津波の高さを「巨

大」や「高い」という言葉を用いて発表し、非常事態であることを伝える。 

予想される津波の高さを「巨大」などの言葉で発表した場合には、その後、地震の規
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模が精度良く求められた時点で津波警報等を更新し、津波情報では予想される津波の高

さも数値で発表する。 

 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ（注）等 

 

津波警報等の

種類 
発表基準 

発表される津波の高さ 

想定される被害と 

とるべき行動 

数値での発表 

（予想される津波の高さ

の予想の区分） 

巨大地震の

場合の発表 

大 津 波 警 報 

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで 3ｍを

超える場合 

10ｍ超 

（10ｍ<予想される津波の

最大波の高さ） 

巨大 

巨大な津波が襲い、木造家

屋が全壊・流失し、人は津

波による流れに巻き込まれ

る。 

沿岸部や川沿いにいる人

は、ただちに高台や津波避

難ビルなど安全な場所へ避

難する。 

警報が解除されるまで安全

な場所から離れない。 

10ｍ 

（5ｍ<予想される津波の最

大波の高さ≦10ｍ） 

5ｍ 

（3ｍ<予想される津波の最

大波の高さ≦5ｍ） 

津 波 警 報 

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで 1ｍを

超え、3ｍ以下の場

合 

3ｍ 

（1ｍ<予想される津波の最

大波の高さ≦3ｍ） 

高い 

標高の低いところでは津波

が襲い、浸水被害が発生す

る。人は津波による流れに

巻き込まれる。 

沿岸部や川沿いにいる人は

ただちに高台や津波避難ビ

ルなど安全な場所へ避難す

る。 

警報が解除されるまで安全

な場所から離れない。 

津 波 注 意 報 

予想される津波の

最大波の高さが高

いところで 0.2ｍ

以上、1ｍ以下の場

合であって、津波

による災害のおそ

れがある場合 

1ｍ 

（0.2ｍ≦予想される津波

の最大波の高さ≦1ｍ） 

（表記なし） 

海の中では人は速い流れに

巻き込まれ、また、養殖い

かだが流失し小型船舶が転

覆する。 

海の中にいる人はただちに

海から上がって、海岸から

離れる。海水浴や磯釣りは

危険なので行わない。 

注意報が解除されるまで海

に入ったり海岸に近付いた

りしない。 

※大津波警報を特別警報に位置付けている 

（注）「津波の高さ」とは、津波によって潮位が高くなった時点における潮位と、その時

点に津波がなかったとした場合の潮位との差であって、津波によって潮位が上昇

した高さをいう。 

 

イ 津波警報等の留意事項等 

・沿岸に近い海域で大きな地震が発生した場合、津波警報等の発表が津波の襲来に間

に合わない場合がある。 

・津波警報等は、精査した地震の規模や実際に観測した津波の高さをもとに、更新す

る場合もある。 
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・津波による災害のおそれがなくなったと認められる場合、津波警報等の解除を行う。

このうち、津波の観測状況等により、津波が更に高くなる可能性は小さいと判断し

た場合には、津波の高さが津波注意報の発表基準未満となる前に、海面変動が継続

することや留意事項を付して解除を行う場合がある。  

・どのような津波であれ、危険な地域からの一刻も早い避難が必要であることから、

市町村は、高齢者等避難は発令せず、基本的には避難指示のみを発令する。また、

緊急安全確保は基本的には発令しない。 

・大津波警報、津波警報、津波注意報により、避難の対象とする地域が異なる。  

(2) 津波情報 

ア．津波情報の発表等 

気象庁は、津波警報等を発表した場合には、各津波予報区の津波の到達予想時刻や予

想される津波の高さ、各観測点の満潮時刻や津波の到達予想時刻等を津波情報で発表す

る。 

 

津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発表内容 

津波到達予想時刻・予想される

津波の高さに関する情報(注1) 

各津波予報区の津波の到達予想時刻(注2)や予想される津

波の高さ（発表内容は津波警報・注意報の種類の表に記

載）を発表 

各地の満潮時刻・津波到達予想

時刻に関する情報 
主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表(注3) 

沖合の津波観測に関する情報 

沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観測値か

ら推定される沿岸での津波の到達時刻や高さを津波予報

区単位で発表(注4) 

（注 1） 「津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報」は、ＸＭＬ電文

では「津波警報・注意報・予報」（VTSE41）に含まれる。 

（注 2） この情報で発表される到達予想時刻は、各津波予報区でもっとも早く津波が

到達する時刻である。場所によっては、この時刻よりも１時間以上遅れて津波

が襲ってくることもある。 

（注 3） 津波観測に関する情報の発表内容について 

・沿岸で観測された津波の第１波の到達時刻と押し引き、及びその時点までに観

測された最大波の観測時刻と高さを発表する。  

・最大波の観測値については、大津波警報又は津波警報を発表中の津波予報区に

おいて、観測された津波の高さが低い間は、数値ではなく「観測中」の言葉で

発表して、津波が到達中であることを伝える。  

（注 4） 沖合の津波観測に関する情報の発表内容について  

・沖合で観測された津波の第１波の観測時刻と押し引き、その時点までに観測さ

れた最大波の観測時刻と高さを観測点ごとに発表する。また、これら沖合の観

測値から推定される沿岸での推定値（第１波の推定到達時刻、最大波の推定到
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達時刻と推定高さ）を津波予報区単位で発表する。  

・最大波の観測値及び推定値については、沿岸での観測と同じように避難行動へ

の影響を考慮し、一定の基準を満たすまでは数値を発表しない。大津波警報又

は津波警報が発表中の津波予報区において、沿岸で推定される津波の高さが低

い間は、数値ではなく「観測中」（沖合での観測値）または「推定中」（沿岸

での推定値）の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。  

 

沿岸で観測された津波の最大波の発表内容 

警報・注意報の発表状況 観測された津波の高さ 内容 

大津波警報 
1ｍ超 数値で発表 

1ｍ以下 「観測中」と発表 

津波警報 
0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 「観測中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
数値で発表（津波の高さがごく小さい

場合は「微弱」と表現） 

 

沖合で観測された津波の最大波（観測値及び沿岸での推定値（注））の発表内容 

警報・注意報の 

発表状況 

沿岸で推定される 

津波の高さ 
内容 

大津波警報 

3ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

3ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値を「推定中」と発表 

津波警報 

1ｍ超 
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

1ｍ以下 
沖合での観測値を「観測中」、沿岸

での推定値を「推定中」と発表 

津波注意報 （すべての場合） 
沖合での観測値、沿岸での推定値と

も数値で発表 

（注）沿岸から距離が 100km を超えるような沖合の観測点では、津波予報区との対応付け

が難しいため、沿岸での推定値は発表しない。また、最大波の観測値については数

値ではなく「観測中」の言葉で発表して、津波が到達中であることを伝える。  

 

イ．津波情報の留意事項等 

(ｱ) 津波到達予想時刻・予想される津波の高さに関する情報 

・津波到達予想時刻は、津波予報区のなかで最も早く津波が到達する時刻である。

同じ津波予報区のなかでも場所によっては、この時刻よりも数十分、場合によ

っては１時間以上遅れて津波が襲ってくることがある。  

・津波の高さは、地形の影響等のため場所によって大きく異なることから、局所

的に予想される津波の高さより高くなる場合がある。  

(ｲ) 各地の満潮時刻・津波到達予想時刻に関する情報 

・津波と満潮が重なると、潮位の高い状態に津波が重なり、被害がより大きくな
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る場合がある。 

(ｳ) 津波観測に関する情報 

・津波による潮位変化（第１波の到達）が観測されてから最大波が観測されるま

でに数時間以上かかることがある。 

・場所によっては、検潮所で観測した津波の高さよりも更に大きな津波が到達し

ているおそれがある。 

(ｴ) 沖合の津波観測に関する情報 

・津波の高さは、沖合での観測値に比べ、沿岸では更に高くなる。  

・津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波観測に関する情報」が発表されてから

沿岸に津波が到達するまで５分とかからない場合もある。また、地震の発生場

所によっては、情報の発表が津波の到達に間に合わない場合もある。  

(3) 津波予報 

ア．津波予報の発表等 

気象庁は、地震発生後、津波による災害が起こるおそれがない場合には、以下の内容

を津波予報で発表する。 

 

津波予報の発表基準と発表内容 

発表基準 内容 

津波が予想されないとき 

（地震情報に含めて発表）。 
津波の心配なしの旨を発表。 

0.2ｍ未満の海面変動が予想さ

れたとき（注）（津波に関する

その他の情報に含めて発表） 

高いところでも0.2ｍ未満の海面変動のため被害の心配は

なく、特段の防災対応の必要がない旨を発表。 

津波警報等の解除後も海面変

動が継続するとき（注）（津波

に関するその他の情報に含め

て発表） 

津波に伴う海面変動が観測されており、今後も継続する可

能性が高いため、海に入っての作業や釣り、海水浴等に際

しては十分な留意が必要である旨を発表。 

（注） 「0.2m未満の海面変動が予想されたとき」又は「津波注意報の解除後も海面変動が

継続するとき」に発表する津波予報は、ＸＭＬフォーマット電文では「津波警報・注

意報・予報」で発表される。 

 

イ．各津波予報区に該当する本県の市町村 

青森県太平洋沿岸…大間崎北端以東の太平洋沿岸  

大間町、風間浦村、むつ市、東通村、六ケ所村、三沢市、おいらせ町、

八戸市、階上町 

陸奥湾………………外ヶ浜町平舘からむつ市脇野沢までの陸奥湾沿岸 

むつ市、横浜町、野辺地町、平内町、青森市、蓬田村、外ヶ浜町  

青森県日本海沿岸…大間崎北端以西の日本海沿岸以東の太平洋沿岸及び外ヶ浜町平舘から

むつ市脇野沢までの陸奥湾を除く日本海沿岸 

大間町、佐井村、今別町、外ヶ浜町、中泊町、五所川原市、つがる市、
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鰺ヶ沢町、深浦町 

 

３ 地震関係情報 

(1) 緊急地震速報 

ア．緊急地震速報の発表等 

気象庁は、最大震度５弱以上または長周期地震動階級３以上の揺れが予想された場合に、

震度４以上または長周期地震動階級３以上が予想される地域（緊急地震速報で用いる区

域）に対し、緊急地震速報（警報）を発表する。  

また、最大震度３以上又はマグニチュード3.5以上若しくは長周期地震動階級１以上等

と予想されたときに、緊急地震速報（予報）を発表する。  

なお、震度6弱以上の揺れ、または長周期地震動階級4の揺れを予想した緊急地震速報

（警報）は、地震動特別警報に位置付けられる。  

（注）緊急地震速報（警報）は、地震発生直後に震源に近い観測点で観測された地震波を

解析することにより、地震による強い揺れが来る前に、これから強い揺れが来るこ

とを知らせる警報である。このため、内陸の浅い場所で地震が発生した場合、震源

に近い場所では強い揺れの到達に原理的に間に合わない場合がある。  

イ．緊急地震速報の伝達 

気象庁は、緊急地震速報を発表し、日本放送協会に伝達する。また、放送事業者等の協

力を得てテレビ、ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、携帯電話（緊急速報メール

機能を含む。）、ワンセグ等を用いて広く国民一般への緊急地震速報の提供に努めるもの

とする。消防庁は気象庁から受信した緊急地震速報を全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥ

ＲＴ）により地方公共団体等に伝達するものとする。また、住民への緊急地震速報等の伝

達に当たっては、市町村防災行政無線（戸別受信機を含む。）を始めとした効果的かつ確

実な伝達手段を複合的に活用し、対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めるものと

する。 

ウ．緊急地震速報を見聞きした場合にとるべき行動  

緊急地震速報が発表されてから強い揺れが来るまではわずかな時間しかないため、緊急

地震速報を見聞きした時は、まず、自分の身の安全を守る行動をとる必要がある。 

 

入手場所 とるべき行動の具体例 

自宅など屋内 

頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる。  

＜注意＞ 

・あわてて外へ飛び出さない。 

・その場で火を消せる場合は火の始末、火元から離れている場合

は無理して消火しない。 

・扉の近くにいれば、扉を開けて避難路を確保する。  
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入手場所 とるべき行動の具体例 

駅やデパートなどの 

集客施設 

館内放送や係員の指示がある場合は、落ち着いてその指示に従い

行動する。 

＜注意＞ 

・あわてて出口・階段などに殺到しない。 

・吊り下がっている照明などの下からは退避する。  

街など屋外 

ブロック塀の倒壊や自動販売機の転倒に注意し、これらのそばか

ら離れる。 

ビルからの壁、看板、割れたガラスの落下に備え、ビルのそばか

ら離れる。 

丈夫なビルのそばであればビルの中に避難する。  

車の運転中 

後続の車が情報を聞いていないおそれがあることを考慮し、あわ

ててスピードを落とすことはしない。 

ハザードランプを点灯するなどして、まわりの車に注意を促した

のち、急ブレーキは踏まずに、緩やかにスピードを落とす。大き

な揺れを感じたら、急ハンドル、急ブレーキを避けるなど、でき

るだけ安全な方法により道路の左側に停止させる。  

 

エ．普及啓発の推進 

町は、青森地方気象台その他の防災関係機関と連携し、緊急地震速報の特性（地震の強

い揺れが来る前に、これから強い揺れが来ることについて知らせる警報であること。震源

付近では強い揺れの到達に間に合わない場合があること。）や、住民や施設管理者等が緊

急地震速報を見聞きした時の適切な対応行動など、緊急地震速報についての普及・啓発に

努める。 

 

～気象庁から町（住民）までの伝達系統図～ 
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(2) 北海道・三陸沖後発地震注意情報 

ア．情報発信条件 

○北海道の根室沖から東北地方の三陸沖の巨大地震の想定震源域及びその領域に影響を

与える外側のエリアでモーメントマグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合に、

情報が発信される。 

○想定震源域の外側でモーメントマグニチュード 7.0 以上の地震が発生した場合は、地

震のモーメントマグニチュードに基づき想定震源域へ影響を与えるものであると評価

された場合に、情報が発信される。 

イ．情報発信の流れ 

○気象庁において一定精度のモーメントマグニチュードを推定（地震発生後 15 分～２

時間程度）し、情報発表の条件を満たす先発地震であると判断でき次第、内閣府・気

象庁合同記者会見が開かれ、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発信される。 

ウ．情報の解説及び防災対応の呼びかけ内容 

○合同記者会見では、気象庁からの「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発信と解説

及び内閣府からの「当該情報を受けてとるべき防災対応の呼びかけ」が行われる。 

○防災対応の呼びかけ内容は、先発地震の被害状況等により変わる。 

エ．情報に関する留意事項 

○「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、大規模地震の発生可能性が平時よりも相対

的に高まっていることをお知らせする情報であるが、様々な留意事項がある。 

○以下の留意事項を考慮した上で、必要な防災対応をとることが重要である。 

・この情報は、防災対応の呼びかけ期間中に、大規模地震が必ず発生するということ

をお知らせするものではない。 

・後発地震の発生可能性は、先発地震が起こってから時間が経つほど低くなる。 

・後発地震の発生可能性は、先発地震の震源から遠いところほど低くなる。 

・後発地震の発生可能性は、後発地震の規模が大きいほど低くなり、最大クラスの後

発地震が発生する可能性はさらに低くなる。 

・モーメントマグニチュード 8 クラスの大規模地震は、後発地震への注意を促す情報

が発信されていない状況で突発的に発生することが多い。 

・最大クラスの地震に備えることが大切だが、より震度が大きくなる可能性のある直

下型の地震や、最大クラスの地震より発生確率が高い一回り小さいモーメントマグ

ニチュード 8 クラスの地震等にも備える必要がある。 

・情報発信の対象とする地震の発生エリア（北海道の根室沖から東北地方の三陸沖）

の外側でも、先発地震が発生した周辺では、大規模地震が発生する可能性がある。 

・すでに発生した先発地震への対応と後発地震に備えた対応を混同しないように配慮

することが必要である。 

オ．情報が発信された場合の対応 

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震について、北海道・三陸沖後発地震注意情報が発

信された場合の対応については、野辺地町地域防災計画 地震・津波災害対策編 第６章
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第５節「北海道・三陸沖後発地震注意情報が発信された場合にとるべき防災対応に関す

る事項」に定めるところに準じる。 

 

(3) 地震情報 

気象庁及び青森地方気象台は、次により地震及び津波に関する情報を発表する。  

ア 地震情報の種類、発表基準及び内容  

地震情報 

の種類 
発表基準 内容 

震度速報 ・震度３以上 

地震発生約１分半後に、震度３以上を観測し

た地域名（全国を188地域に区分）と地震の揺

れの検知時刻を速報。 

震源に 

関する情報 

・震度３以上 

（津波警報または注意報を発表し

た場合は発表しない） 

「津波の心配がない」または「若干の海面変

動があるかもしれないが被害の心配はない」

旨を付加して、地震の発生場所（震源）やそ

の規模（マグニチュード）を発表。 

震源・ 

震度情報 

・震度１以上 

・津波警報・注意報発表または若

干の海面変動が予想される場合 

・緊急地震速報（警報）を発表し

た場合 

地震の発生場所（震源）やその規模（マグニ

チュード）、震度１以上を観測した地点と観

測した震度を発表。それに加えて、震度３以

上を観測した地域名と市町村毎の観測した震

度を発表。 

震度５弱以上と考えられる地域で、震度を入

手していない地点がある場合は、その市町村

名・地点名を発表。 

推計震度 

分布図 
・震度５弱以上 

観測した各地の震度データをもとに、250ｍ四

方ごとに推計した震度（震度４以上）を図情

報として発表。 

長周期地 

震動に関 

する観測 

情報 

・震度１以上を観測した地震のう

ち長周期地震動階級１以上を観

測した場合 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級の

最大値のほか、地点毎に、長周期地震動階級

や長周期地震動の周期別階級等を発表。 

遠地地震 

に関する 

情報 

国外で発生した地震について以下

のいずれかを満たした場合等 ※ 

・マグニチュード7.0以上 

・都市部等、著しい被害が発生す

る可能性がある地域で規模の大

きな地震を観測した場合 

※国外で発生した大規模噴火を覚

知した場合にも発表することが

ある 

地震の発生時刻、発生場所（震源）やその規

模（マグニチュード）を、地震発生から概ね3

0分以内に発表※。 

日本や国外への津波の影響に関しても記述し

て発表。 

※国外で発生した大規模噴火を覚知した場合

は、１時間半～２時間程度で発表 

その他の 

情報 

・顕著な地震の震源要素を更新し

た場合や地震が多発した場合等 

顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震

が多発した場合の震度１以上を観測した地震

回数情報等を発表。 
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イ 地震活動に関する解説資料等  

地震情報以外に、地震活動の状況をお知らせするために気象庁本庁及び管区・地方気

象台が関係地方公共団体、報道機関等に提供している資料。  

解説資料等の種類 発表基準 内容 

地震解説資料（速報版） 以下のいずれかを満たした

場合に、一つの現象に対し

て一度だけ発表 

・津波警報等発表時（遠地

地震による発表時除く） 

・青森県内で震度４以上を

観測（ただし、地震が頻発

している場合、その都度の

発表はしない。） 

地震発生後 30 分程度を目途

に、地方公共団体が初動期

の判断のため、状況把握等

に活用できるように、地震

の概要、震度や長周期地震

動階級に関する情報、津波

警報や津波注意情報等の発

表状況等、及び津波や地震

の図情報を取りまとめた資

料。 

地震解説資料 

（全国詳細版・地域詳細

版） 

以下のいずれかを満たした

場合に発表するほか、状況

に応じて必要となる続報を

適宜発表 

・津波警報等発表時 

・青森県内で震度５弱以上

を観測 

・社会的に関心の高い地震

が発生 

地震発生後１～２時間後を

目途に第１号を発表する。 

・地震解説資料（全国詳細

版） 

地震や津波の特徴を解説す

るため、防災上の留意事項

やその後地震活動の見通

し、津波や長周期振動の観

測状況、緊急地震速報の発

表状況、周辺の地域の過去

の地震活動など、より詳し

い状況等を取りまとめた資

料。 

・地震解説資料（地域詳細

版） 

地震解説資料（全国詳細

版）発表以降に状況に応じ

て必要となる続報を適宜発

表するとともに、状況に応

じて適切な解説を加えるこ

とで、防災対応を支援する

資料（地域の地震活動状況

に応じて、単独で提供され

ることもある）。 

月間地震概況 ・定期（毎月） 地震・津波防災に係る活動

を支援するために、月ごと

の青森県とその周辺の地震

活動の状況をとりまとめた

地震活動の傾向等を示す資

料。 
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４ 情報等の伝達及び必要な措置 

(1) 情報等の伝達 

ア．関係機関から通報される、又は全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）等により受

信した津波警報等及び地震情報等は、勤務時間内は防災管財課長が、勤務時間外は宿日

直員（代行員等）が受領する。 

イ．宿日直員（代行員）が受領した場合は、直ちに関係課長に伝達する。 

ウ．津波警報等及び地震情報等を受領した防災管財課長は、町長に報告するとともに、そ

の指示を得て関係機関及び一般住民に通報する。 

エ．関係機関等への通報は、次表のとおりとする。 

(2) 町は、住民等に警報等が確実に伝わるよう、関係事業者の協力を得つつ、町防災行政無線、

全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、Ｌアラート（災害情報共有システム）、テレビ、

ラジオ（コミュニティＦＭ放送を含む。）、インターネット、携帯電話（緊急速報メール機能

を含む。）、ワンセグ等の活用により、伝達手段の多重化、多様化を図る。 

(3) 強い揺れ（震度４程度以上の地震）を感じたとき、又は、弱い揺れであっても長い時間ゆ

っくりとした揺れを感じたときは次の措置を行う。 

ア．気象庁等から発表される津波警報等を受信し、必要な体制を整えるとともに、海岸か

ら離れた高台等の安全地域からの目視、監視カメラ等の機器等を用いて海面の状態を監

視する。 

イ．津波警報等の発表は、テレビ、ラジオ放送により情報を得る方が早い場合が多いので、

地震発生後は放送を聴取する。 

ウ．津波警報等が発表された場合は、町長の判断で、沿岸の住民、海水浴客、釣り人等に

対し、防災行政無線（同報無線）、広報車等により、直ちに海岸から退避し、安全な場

所に避難するよう指示する。 

エ．引き波等異常な水象を知ったときは、県、野辺地警察署及び関係機関に通報するとと

もに、上記ア～ウに準じた措置を行う。 
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伝 達 

責任者 

伝 達 先 等 

伝達内容 
伝達先 

電話 

番号 

伝達方法 

勤務時間内 勤務時間外 

防災管財 

課長 

庁内各課 庁内内線

電話 

 

 

庁内放送 

（使送） 

 

電話 

関係課長へ電話（警備

員が受領した場合は、

警備員が防災管財課長

へ電話） 

津波注意報・

警報（地震情

報等） 

野辺地消防署 

（消防団長等） 

64-3126 電話 電話 津波注意報・

警報（地震情

報等） 

産業振興 

課長 

野辺地町漁業 

協同組合 

64-2264 

 

電話 

 

受領責任者へ電話 津波注意報・

警報（地震情

報等） 

ゆうき青森農業協

同組合野辺地営農

センター 

64-0024 

 

電話 

 

受領責任者へ電話 津波注意報・

警報（地震情

報等） 

野辺地川漁業 

協同組合 

64-9363 電話 受領責任者へ電話 津波注意報・

警報（地震情

報等） 

建設水道 

課長 

土木関係機関  電話 受領責任者へ電話 津波注意報・

警報（地震情

報等） 

 

 

オ.一般住民に対する周知方法は、次のとおりとする。  

町長は、必要があると認めるときは、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき避難

のための立退きの準備その他の措置について、必要な通知又は警告をする。この際、要配慮者

が円滑に避難のための立退きを行うことができるよう特に配慮するものとする。  

通 報 責 任 者 周   知   先 周 知 方 法 通 報 内 容 

防 災 管 財 課 長 野辺地町全住民 

防災行政無線（Ｊ－ＡＬＥＲＴ、

Ｌ－ＡＬＥＲＴ等を含む）、 

広報車、緊急速報メール 

大津波警報 

津波警報 

津波注意報 
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(4) 津波警報等及び地震情報等の伝達系統 

津波警報等及び地震情報等の伝達系統は、おおむね次のとおりとする。  

 

（防災行政無線、広報車） 野辺地町 

(防災管財課) 

関  係  機  関  

（学校・農協・漁協・病院等）  

 

 

住 民 

 

報 道 機 関 

 

野辺地消防署 

 

（広報車） 

 

 

野辺地町消防団 

 

（広報車） 

 

野辺地警察署 

又は 

交番・駐在所 

気象庁が行う 

津波警報等
 

ＮＴＴ東日本 

(仙台センタ) 

気象庁が行う 

津波警報等
 

県 

(防災危機管理課)
 

気象庁が行う 

津波警報等、 

地震情報等
 

消防庁 

気象庁が行う 

津波警報等、 

地震情報等 
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(5) 青森県震度情報ネットワークによる震度情報の伝達 

迅速な初動活動の実施のため、震度情報ネットワークの表示装置により震度３以上を確認し

た場合は、勤務時間内は防災管財課長が、勤務時間外は宿日直職員（代行員）等が上記(1)に

準じて伝達する。 

(6) 災害が発生するおそれのある異常現象発見時の通報 

災害が発生するおそれのある異常現象とは、群発地震や数日間にわたり体に感じるような地

震などの地象に関する事項及び異常潮位や津波、周期的な海面変動などの水象に関する事項を

いう。 

ア．発見者の通報 

異常現象を発見した者は、町長又は警察官若しくは海上保安官に通報する。 

イ．警察官、海上保安官の通報 

通報を受けた警察官又は海上保安官は、直ちに町長に通報するとともに、それぞれ警

察署あるいは海上保安部に通報する。 

ウ．町長の通報 

通報を受けた町長は、その旨を遅滞なく次の機関に通報する。 

なお、危険が切迫している場合は、危険区域の住民等に周知し、予想される災害が隣

接する市町村に関連すると認められる場合は、その旨を隣接市町村に通報する。  

(ｱ) 青森地方気象台 

(ｲ) 県（防災危機管理課） 

 

通報系統図 

(7) 防災関係機関連絡先 

 

機  関  名 電    話 連 絡 責 任 者 

 野辺地町 ６４－２１１１ 防災管財課長 

 野辺地消防署 ６４－３１２６ 消防署長 

 野辺地警察署 ６４－２１２１ 警備課長 

北部上北広域事務組合消防本部 ６４－０６５０ 警防課長 

町 

発 

見 
者 

警 察 官 

・ 

海上保安官 

警 察 署 

・ 

海上保安部 

青森地方気象台 

 

県          関係各課   県 出 先 機 関 

(防災危機管理課) 

                  関 係 機 関 

 

住   民 

 

隣接市町村 
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津波による被害の拡大を防止するため、応急活動体制の確立等の応急対策に万全を期するも

のとする。 

 

１ 実施責任者 

津波災害時における応急措置は、関係機関の協力を得て、町長が行う。  

 

２ 応急活動態勢 

組織については、野辺地町地域防災計画 地震・津波災害対策編 第２章第３節「野辺地町災

害対策本部」及び第２節「配備態勢」によるほか、津波襲来に対する警戒態勢は次のとおりと

する。 

(1) 津波警報等が発表される前で、災害発生のおそれがある段階 

ア．強い揺れ（震度４程度以上の地震）を感じたとき、又は弱い揺れであっても長い時間

ゆっくりとした揺れを感じたときは、次の措置を行う。 

(ｱ) 防災管財課員・野辺地消防署職員は、気象庁等からなんらかの情報が届くまで、少

なくとも 30 分は海面の状態を監視する。ただし、自らの生命の安全の確保を最優先

とする。 

(ｲ) 津波警報等の発表は、テレビ、ラジオ放送により情報を得る方が早い場合が多いの

で、地震発生後は放送を聴取する。 

(ｳ) 沿岸の住民、海水浴客、釣人等に対し、同報無線、広報車等により、海岸から退避

するよう広報する。 

イ．異常な水象を知ったときは、県、野辺地警察署及び関係機関に通報するとともに、上

記アに準じた措置を行う。 

(2) 津波警報等が発表され、災害発生のおそれがある段階 

ア．防災管財課員・野辺地消防署職員は、直ちに海面監視を実施する。ただし、自らの生

命の安全の確保を最優先とする。 

イ．沿岸の住民、海水浴客、釣人等に対し、同報無線、広報車等により直ちに海岸から避

難し、急いで安全な場所に避難するよう指示する。 

第２節 津波災害応急対策 

担当：防災部・消防部 
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３ 津波警報・地震情報等の伝達 

津波警報等・地震情報等を各機関の有機的連携のもとに迅速かつ的確に伝達する。 

情報の種類、発表基準及び伝達方法等は野辺地町地域防災計画 地震・津波災害対策編 第４

章第１節「津波警報等・地震情報等の収集及び伝達」によるほか、町における沿岸住民に対す

る津波警報等の周知方法は次のとおりとする。 

区分 打鐘標識 サイレン標識 その他 

 

津  波  注  意  報 

 

 

● ● ● ● ● 

 

10 秒   10 秒 

2 秒 

広報車、防災行政無

線（同報無線）、有

線放送等 

 

津   波   警   報 

 

 

● ● ● ● 

 

5 秒   5 秒 

6 秒 
〃 

 

大  津  波  警  報 

 

 

● ● ● ● 

 

3 秒   3 秒 

2 秒 
〃 

津 波 注 意 報 

津波注意報解除 

津波警報解除 

 

● ● ● ● 

 

10 秒   1 分 

3 秒 
〃 

 

４ 避難 

(1) 沿岸住民に対する避難指示等については、第４章第８節「避難」に定めるところによるが、

特に次のような措置を講じ、住民の避難が円滑に行われるよう努める。 

ア．避難の勧告 

遠地地震のように、津波の襲来に時間的余裕がある場合に勧告し、避難行動要支援者

を優先的に避難させるとともに、津波危険予想地域内の物件（自動車等）を移動させる

ほか、津波危険予想地域内への立入りを禁止するなどの措置を行う。 

イ．避難の指示 

実施責任者は、避難の時機を失しないよう速やかに行う。この場合、津波危険区域内

の全住民を避難させる。 

ウ．避難指示等の伝達 

避難指示等を発したときは、広報車・防災行政無線（同報無線）・サイレン・有線放

送等により、迅速に地域住民に対し、周知徹底を図る。 

津波による避難指示等は次による。 

サイレン信号 警鐘信号 

約１分 約５秒 約１分 
乱  打 

 休止  
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エ．指定避難所等 

指定避難所等については、次のとおりとする。 

避難場所 対象区域 
対象人員 

（人） 

最  長 

所要時間 
避難誘導責任者 備考 

野辺地中学校グラウンド 
浜町、八幡町、

新道 
480 34分 消防団長 

 

若葉小学校グラウンド 金沢 120 39分 消防団長  

えぼしグランド 浜町 150 11分 消防団長  

旧馬門小学校グラウンド 
馬門、八幡町、

えぼし 
810 80分 消防団長 

 

中 央 公 民 館 城内、鳴沢 80 40分 消防団長  

木明地区屋外避難場所  木明、目ノ越 20 66分 消防団長  

木明地区農作業 

管 理 休 養 施 設 
木明 10 23分 消防団長 

 

行政メモリアルセンター 

（旧有戸小学校）前広場 
有戸 10 57分 消防団長 

 

※対象人員は、各地区の想定人数である  

(2) 在港船舶等の避難 

野辺地町地域防災計画 地震・津波災害対策編 第４章第８節「避難」に定めるところに

よる。 


